
本人の合計所得金額が２２０万円以上 

 ３割

本人の合計所得金額が１６０万円以上

同じ世帯にいる全ての６５歳以上の人の
「年金収入＋その他の合計所得金額」が
次にあてはまる人  
①単身世帯の場合２８０万円以上
②２人以上の場合３４６万円以上

はい  

いいえ
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 同じ世帯にいる全ての６５歳以上の人の
「年金収入＋その他の合計所得金額」が
次にあてはまる人
①単身世帯の場合３４０万円以上
②２人以上の場合４６３万円以上

平成30年8月［市政はこだて］6

　子どもの成長障がいにはさまざまな要因がありますが、早期に症状を発見し、適
切な治療を開始することが重要です。小児内分泌疾患の専門医である鎌﨑穂高氏を
講師に迎え、『低身長』など「成長に関わる子どもの疾患」について理解を深める
ための講演会を開催します。
日時　 9 月 8 日㈯　午後 1 時～ 3 時（受付は午後 0 時半～）               
会場　総合保健センター
講師　鎌﨑　穂高氏（札幌医科大学医学部小児科学講座　講師）　
定員　80人（申込順）                            
お申込み・問合せ　 8 月24日㈮までに電話で、母子保健課（☎32︲1533）へ。   

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業　療育支援講演会

介護サービスの利用者負担について
介護サービスの利用者負担割合
　介護サービスを利用するときは、「介護保険負担割合証」に記載されている利用者負担割合に応じて、原則としてサー
ビス費用のうち 1 割が利用者の負担となります。
　また、65歳以上の第 1 号被保険者であって、一定以上の所得がある方は 2 割、特に所得の高い方は 3 割負担となりま
す。（ 3 割負担は、30年 8 月から導入されます。）

利用者負担割合の判定基準

お問合せ　介護保険課　☎21︲3023

※　「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除
等の控除をする前の所得金額をいいます。

※　「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

高額介護（介護予防）サービス費の支給
　 1 か月間に利用した介護サービスの利用者負担額（自
己負担分）が上限額を超えた場合、申請により高額介護

（介護予防）サービス費が支給されます。

施設入所者の食費・居住費の軽減
　介護保険施設や短期入所施設に入所した場合に、利用
者負担第 1 段階から第 3 段階に該当する方は、申請によ
り食費・居住費の負担が軽減されます。

社会福祉法人によるサービスの利用者負担額の軽減
　社会福祉法人が運営主体となっているサービスを利用
した場合に、要件にあてはまる方は、申請により利用者
負担が軽減されます。
　
※　現在交付している「介護保険負担限度額認定証」「社

会福祉法人利用者負担軽減確認証」の有効期限は 7 月
31日㈫です。引き続き減額認定を受ける場合は、 8 月
中に申請の手続きをしてください。

「知っておきたい、成長に関わる子どもの疾患」

kouhou04
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http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017120600032/

